
　東京都では、都内の中小企業3,875社を対象に、景気動向（業況、生産額、在庫等）を調査し、公表して
います。企業経営の参考にしてください。

調査対象企業数：3,875　回答企業数：1,307　回答率33.7％

◎業況と見通し
11月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした企業割合－

「悪い」とした企業割合）は、当月▲24（前月▲28）と４ポイント増加、直
近の山である2006年３月（▲25）の水準に並び、７年８か月ぶりに▲25
を上回りました。今後３か月間（12～２月）の業況見通しDI（当月（11月）
に比べて「良い」とした企業割合－「悪い」とした企業割合）は、当月▲
８（前月▲９）とほぼ横ばい、▲一桁台と期待感が高まりつつも小休止
となりました。
業種別の業況DIをみると、製造業（▲20→▲20）は横ばい、模様眺

めとなりました。
卸売業（▲22→▲24）は２ポイント減少、４か月連続の改善からわず

かに後退しました。小売業（▲53→▲41）は、12ポイント増加と大きく躍
進し、全体を牽引しました。サービス業（▲25→▲19）は６ポイント増
加、再び上向きました。
業種別の業況見通しDIをみますと、製造業（▲８→▲２）が６ポイン

ト改善し、水面間近となります。このほか、卸売業（▲７→▲４）が３ポイ
ント増加、わずかに改善しました。サービス業（▲９→▲８）はほぼ横ば
い、上値が重い模様です。小売業（▲15→▲21）は、「食料品」と「日
用雑貨」の大幅悪化をうけ、６ポイント減少しました。

東京都中小企業の景況

～見通しは期待感高まりつつも小休止～

本調査報告の詳細は、東京都産業労働局ホームページで
ご覧いただけます。

また、本調査に協力していただける企業を募集しています。

http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp/
産業労働局商工部調整課  TEL 03-3832-3656 E-mail chizai@tokyo-kosha.or.jp
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◇ DI（Diffusion Index：景況判断指数）
指数（%）の算出方法は次のとおりで
ある。

Ｘ：「良い」「増加」「上昇」等の回答企業数
Ｙ：「普通」「ほぼ同様」等の回答企業数
Ｚ：「悪い」「減少」「低下」等の回答企業数
従って、　DIのプラスは景況の好転（売上高の増加等）、
マイナスは景況の悪化（売上高の減少等）を表している。

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

（注）調査票回収期間 平成 25 年 12 月１日～ 12 月９日

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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産業労働局　商工部

　家内労働者への仕事（内職等）を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提
出が必要です。
　これは毎年４月１日現在の家内労働者数等について、労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は
最寄りの労働基準監督署にありますので、４月３０日までに忘れず提出してください。
　なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行
い、工賃を得ている人をいいます。したがって、宛名書き等のような事務の代行、あるいはホームページの構築など物の加
工を伴わない委託は原則として該当しません。
　詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係（03-3512-1614）または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

家内労働の委託をしている方へ

「委託状況届」は４月３０日までに忘れず提出してください。「委託状況届」は４月３０日までに忘れず提出してください。「委託状況届」は４月３０日までに忘れず提出してください。

TEL：03-3512-1614　FAX：03-3512-1558
東京労働局　労働基準部　賃金課　家内労働係

判例実務セミナー
～判例から学ぶ著作権法の基礎～

多数のコンテンツを自社のホームページに掲載しているにもかかわらず、著作権の認識は曖昧なまま……そん
な企業も多いのではないでしょうか。
その原因のひとつは、著作権は自然に発生する登録申請不要の権利なため、著作物として認められる物とそうで

ない物の境界線が普段はハッキリと見えないことにあるでしょう。また、一口に「著作権」と言っても、その中身は複
製・伝達・加工などに関する支分権の束（複数の権利の集合）です。例えば、小説を著作者に無断で翻訳すれば「翻訳
権（著作権法第二十七条）」の侵害になり、原著の著作者に許諾を得て翻訳した場合でも、翻訳した小説を無断で利
用すれば「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（同二十八条）」の侵害になります。異なる権利の侵害です
が、どちらも「著作権の侵害」という同じ言葉で言い表されるのです。
本セミナーでは様々な判例を通して、コンペで不採用となった企画案の著作権保護、実在の競走馬の名称が地

裁と高裁ではパブリシティ権が認められたが最高裁では認められなかった理由などと、侵害された権利の解説をし
ました。

東京都知的財産総合センターでは知的財産に関する無料セミナーを毎月開催しています。
皆様のご参加をお待ちしております。

質疑応答では参加者から「人物写真に肖像権がどのように及ぶのか？」との質
問がありました。「肖像権は基本的に人物の肖像にだけ権利が及びます。俳優や
歌手、その他有名人には財産権としてのパブリシティ権があり、一般人にはプラ
イバシー権として肖像が保護されています。従って個人として特定できるような
写真を無断で公表された場合、パブリシティ権侵害の場合は損害賠償請求、プラ
イバシー権侵害は精神的償いを訴えることが出来ます。過去の判例「街の人」肖
像権侵害事件（東京地裁平成17年9月27日）では一般人の肖像権侵害が認め
られています。人物写真の取扱いには注意しましょう。」と田島アドバイザー。
締めくくりには参加者から拍手が沸くなど、満足度の高さがうかがえるセミ

ナーでした。

他者が撮影した写真を元に絵を描き起こし、その絵を写真の撮影者には無断
でポスターに使用した場合、著作権侵害になるでしょうか。

著作権侵害にあたると判断された判例があります。この裁判では、絵の元に
なった写真の表現には創作性がある、すなわちこの写真が著作物であると認
められました。そして、写真と絵の構図が同一であること、写真の創作的表現
の特徴をポスターの絵からも感じ取れることなどから、絵は写真を翻案した
（作り変えた）ものであると判断され、著作物を加工する権利である「翻案権」
の侵害が認められました。

　11月8日（金）、知財戦略アドバイザーの田島英行を講師として開催された
「判例実務セミナー～判例から学ぶ著作権法の基礎～」の様子をお伝えします。

中小企業へものづくりマイスターを派遣し人材育成を支援します。
※ものづくりマイスターとは、若年技能者へ実技指導をする指導者です。
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